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士幌町議会定例会議案 
【議案第 16 号～第 20 号】 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

令和７年１２月９日 

 



 

 

議案第16号  

議案第17号 

議案第18号  

議案第19号  

議案第20号  

損害賠償額の決定及び和解について 

損害賠償額の決定及び和解について 

損害賠償額の決定及び和解について 

損害賠償額の決定及び和解について 

令和７年度士幌町一般会計補正予算（第１０号） 

 

 

  上記の議案を別紙のとおり提出する。 

 

   令和７年１２月９日 

 

  士幌町議会議長 河口 和吉 様 

                           士幌町長 髙木 康弘 
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議案第16号

損害賠償額の決定及び和解について

令和７年１１月１日に発生した物損事故について、次のとおり損害賠償の額を決定

し和解する。

１ 損害賠償の額

金３，３７７，０００円

２ 和解の内容

、 、 、 。相手方は 町に対して 本件に関し今後一切の請求 異議の申し立てをしない

３ 和解の相手方

４ 事故の内容

令和７年１１月１日、町が設置する樹木（防風保安林）が暴風により倒れ、相

手方が所有するビニールハウス及び格納庫を破損し損害を与えたもの。

説 明

損害賠償の額の決定及び和解について、地方自治法第96条第１項の規定により、議

決を得ようとするものである。
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議案第17号

損害賠償額の決定及び和解について

令和７年１１月１日に発生した物損事故について、次のとおり損害賠償の額を決定

し和解する。

１ 損害賠償の額

金６６０，０００円

２ 和解の内容

、 、 、 。相手方は 町に対して 本件に関し今後一切の請求 異議の申し立てをしない

３ 和解の相手方

４ 事故の内容

令和７年１１月１日、町が設置する樹木（防風保安林）が暴風により倒れ、相

手方が所有するビニールハウスを破損し損害を与えたもの。

説 明

損害賠償の額の決定及び和解について、地方自治法第96条第１項の規定により、議

決を得ようとするものである。
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議案第18号

損害賠償額の決定及び和解について

令和７年１１月１日に発生した物損事故について、次のとおり損害賠償の額を決定

し和解する。

１ 損害賠償の額

金５，９４０，０００円

２ 和解の内容

、 、 、 。相手方は 町に対して 本件に関し今後一切の請求 異議の申し立てをしない

３ 和解の相手方

４ 事故の内容

令和７年１１月１日、町が設置する樹木（防風保安林）が暴風により倒れ、相

手方が所有する牛舎を破損し損害を与えたもの。

説 明

損害賠償の額の決定及び和解について、地方自治法第96条第１項の規定により、議

決を得ようとするものである。
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議案第19号

損害賠償額の決定及び和解について

令和７年１１月１日に発生した物損事故について、次のとおり損害賠償の額を決定

し和解する。

１ 損害賠償の額

金６５６，１５０円

２ 和解の内容

、 、 、 。相手方は 町に対して 本件に関し今後一切の請求 異議の申し立てをしない

３ 和解の相手方

４ 事故の内容

令和７年１１月１日、町が設置する樹木（防風保安林）が暴風により倒れ、相

手方が所有するⅮ型倉庫を破損し損害を与えたもの。

説 明

損害賠償の額の決定及び和解について、地方自治法第96条第１項の規定により、議

決を得ようとするものである。
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